
工
事
担
任
者
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
工
事
担
任
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
認
定
書
の
交
付
等
）

（
認
定
書
の
交
付
等
）

第
十
九
条

総
務
大
臣
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
の
内

第
十
九
条

総
務
大
臣
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
の
内

容
を
審
査
し
、
当
該
申
請
に
係
る
学
校
等
が
第
十
七
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適

容
を
審
査
し
、
当
該
申
請
に
係
る
学
校
等
が
第
十
七
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
と
し
て
認
定
し
た
と
き
は
、
認
定
書
を
交
付
す
る
。

合
す
る
も
の
と
し
て
認
定
し
た
と
き
は
、
認
定
書
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
認

定
し
た
旨
を
告
示
す
る
。

（
認
定
の
取
消
し
等
）

（
認
定
の
取
消
し
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
取
消
し
に
係
る
認

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
行
つ
た
と
き
は
、
学

定
書
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

校
等
の
認
定
を
受
け
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
告
示
す
る
。

（
廃
校
の
届
出
等
）

（
廃
校
の
届
出
等
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
廃
止
に
係
る
学
校
等
又
は
部
科
に
関

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
将
来
に
向
つ
て
そ
の
認
定

す
る
認
定
は
、
当
該
廃
止
の
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

を
取
り
消
す
と
と
も
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
。

（
認
定
学
校
等
の
公
示
）

第
二
十
二
条
の
二

総
務
大
臣
は
、
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
学
校
等

及
び
部
科
の
名
称
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
つ
た



場
合
は
変
更
後
の
学
校
等
及
び
部
科
の
名
称
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
認
定
の
取
消
し
を
行
っ
た
場
合
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

廃
校
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
旨
、
及
び
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
基
準
）

（
認
定
の
基
準
）

第
二
十
五
条

養
成
課
程
の
認
定
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

第
二
十
五
条

（
略
）

る
。

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

養
成
課
程
の
一
ご
と
に
、
別
表
第
八
号
に
掲
げ
る
授
業
科
目
及
び
授
業
時

五

養
成
課
程
の
一
ご
と
に
、
別
表
第
八
号
に
掲
げ
る
授
業
科
目
及
び
授
業
時

間
（
養
成
課
程
に
係
る
授
業
が
次
号
ロ
に
規
定
す
る
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て

間
（
養
成
を
受
け
る
者
の
能
力
に
か
ん
が
み
、
総
務
大
臣
が
特
に
他
の
授
業

行
う
授
業
で
あ
る
場
合
は
別
表
第
八
号
に
掲
げ
る
授
業
時
間
の
二
分
の
一
の

時
間
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
そ
の
授
業
時
間
）
を
設
け
る

時
間
と
し
、
養
成
を
受
け
る
者
の
能
力
に
か
ん
が
み
、
総
務
大
臣
が
特
に
他

ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
目
に
準
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ

の
授
業
時
間
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
そ
の
授
業
時
間
と
す

と
。

る

）
を
設
け
る
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
目
に
準
拠
す

。
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

授
業
は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

授
業
は
、
講
義
、
演
習
、
実
験
、
実
習
若
し
く
は
実
技
の
い
ず
れ
か
に
よ

（

「

」

。
）

イ

講
義
、
演
習
、
実
験
、
実
習
若
し
く
は
実
技
の
い
ず
れ
か
若
し
く
は
こ

り
又
は
こ
れ
ら
の
併
用
に
よ
り
行
う
も
の

以
下

面
接
授
業

と
い
う

れ
ら
の
併
用
に
よ
る
方
法
に
よ
り
行
う
授
業
又
は
当
該
授
業
の
内
容
を
電

と
す
る
こ
と
。

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
す
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
授
業
を
行
う
教
室

等
以
外
の
場
所
で
当
該
授
業
を
同
時
に
受
け
さ
せ
る
方
法
に
よ
り
行
う
授

業
（
以
下
「
面
接
等
授
業
」
と
い
う

）。

ロ

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
イ
に
掲
げ
る
方

七

前
号
の
授
業
に
つ
い
て
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
、
当
該



法
以
外
の
方
法
に
よ
り
行
う
授
業
で
あ
つ
て
、
面
接
等
授
業
に
相
当
す
る

授
業
を
行
う
場
所
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
場
合
（
以
下
「
多
様
な
メ
デ

教
育
効
果
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行
う
授
業
」

ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う
授
業
」
と
い
う

）
に
お
い
て
は
、
当
該
多

。

と
い
う

）

様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う
授
業
が
、
面
接
授
業
に
相
当
す
る

。

教
育
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

養
成
課
程
の
一
ご
と
及
び
担
当
科
目
別
に
従
い
、
別
表
第
九
号
に
掲
げ

八

養
成
課
程
の
一
ご
と
及
び
担
当
科
目
の
別
に
従
い
、
別
表
第
九
号
に
掲
げ

る
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
総
務
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上

る
資
格
を
有
す
る
者
（
総
務
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
教
育
上
の
能
力
を

の
教
育
上
の
能
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
も
の
を
含
む

）
で
、
そ
の

有
す
る
も
の
と
認
め
る
も
の
を
含
む

）
で
、
そ
の
経
歴
等
か
ら
み
て
講
師

。

。

経
歴
等
か
ら
み
て
講
師
（
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行
う
授
業
に
お
い
て
は

（
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う
授
業
に
お
い
て
は
、
設
問
解

、
設
問
解
答
、
添
削
指
導
、
質
疑
応
答
等
に
よ
る
指
導
に
従
事
す
る
者
を

答
、
添
削
指
導
、
質
疑
応
答
等
に
よ
る
指
導
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。
以
下

含
む
。
以
下
同
じ

）
と
し
て
総
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
授
業

同
じ

）
と
し
て
総
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
授
業
に
従
事
す
る
も

。

。

に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

八
～
十

九
～
十
一

（
略
）

（
認
定
の
申
請
）

（
認
定
の
申
請
）

第
二
十
六
条

養
成
課
程
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
養
成
課
程
に

第
二
十
六
条

（
略
）

関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
書
の
記
載
事
項
が
、
当
該
申
請
者
が
既

に
認
定
を
受
け
た
申
請
書
に
記
載
し
た
も
の
と
同
一
で
あ
る
場
合
は
、
提
出
す

る
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
の
事
項
の
記
載
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く

。
。）

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

六

実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

実
施
の
期
間
及
び
場
所
（
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行
う
授
業
の
場
合
に

イ

実
施
の
期
間
及
び
場
所
（
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う



あ
つ
て
は
、
実
施
の
期
間
に
限
る

）

授
業
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
実
施
の
期
間
に
限
る

）

。

。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

講
師
の
氏
名
、
職
業
、
経
歴
、
資
格
者
証
の
種
類
及
び
資
格
者
証
の
番

ハ

講
師
の
氏
名
、
職
業
、
経
歴
、
資
格
者
証
の
種
類
及
び
資
格
者
証
の
番

号
並
び
に
担
当
す
る
授
業
科
目
別
授
業
時
間
（
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行

号
並
び
に
担
当
す
る
授
業
科
目
別
授
業
時
間
（
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度

う
授
業
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
授
業
科
目
に
限
る

）

に
利
用
し
て
行
う
授
業
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
授
業
科
目
に
限
る

）

。

。

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

ヘ

修
了
試
験
の
受
験
要
件
（
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養

ヘ

修
了
試
験
の
受
験
要
件
（
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う

成
課
程
の
場
合
に
限
る

）

授
業
に
よ
る
養
成
課
程
の
場
合
に
限
る

）

。

。

ト
・
チ

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

（
申
請
の
手
続
の
簡
略
）

（
申
請
の
手
続
の
簡
略
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

２

メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養
成
課
程
の
場
合
に
あ
つ
て
は
前

２

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養
成
課
程
の
場
合

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
者
が
実
施
す
る
二
以
上
の
養
成
課
程
に
関

に
あ
つ
て
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
者
が
実
施
す
る
二
以
上
の

す
る
前
条
の
申
請
は
、
そ
の
申
請
を
同
時
に
行
う
場
合
に
限
り
、
同
時
に
申
請

養
成
課
程
に
関
す
る
前
条
の
申
請
は
、
そ
の
申
請
を
同
時
に
行
う
場
合
に
限
り

を
行
う
養
成
課
程
の
種
別
ご
と
の
数
を
示
し
た
一
の
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と

、
同
時
に
申
請
を
行
う
養
成
課
程
の
種
別
ご
と
の
数
を
示
し
た
一
の
申
請
書
を

に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
養
成
課
程
に
係
る
事
項
の
変
更
）

（
養
成
課
程
に
係
る
事
項
の
変
更
）

第
二
十
九
条

認
定
施
設
者
は
、
そ
の
養
成
課
程
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し

第
二
十
九
条

（
略
）

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し

た
書
類
を
提
出
し
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

養
成
人
員
（
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養
成
課
程
の
場
合

四

養
成
人
員
（
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養

を
除
く

）

成
課
程
の
場
合
を
除
く

）

。

。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２

認
定
施
設
者
は
、
第
二
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り

２

認
定
施
設
者
は
、
第
二
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
及
び
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行
う
授
業

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
及
び
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用

に
よ
る
養
成
課
程
の
場
合
に
あ
つ
て
は
養
成
人
員
を
除
く

）
に
変
更
が
あ
つ

し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養
成
課
程
の
場
合
に
あ
つ
て
は
養
成
人
員
を
除
く

）

。

。

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
及
び
変
更
の
年
月
日
を
総
務
大
臣
に
届
け

に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
及
び
変
更
の
年
月
日
を
総

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

（
報
告
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養
成
課
程
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

３

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養
成
課
程
の
場
合

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
施
設
者
は
、
そ
の
養
成
課
程
の
受
講
者

に
あ
つ
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
施
設
者
は
、
そ
の
養
成

が
当
該
養
成
課
程
を
修
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
総

課
程
の
受
講
者
が
当
該
養
成
課
程
を
修
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲

務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

４

メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養
成
課
程
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

４

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養
成
課
程
の
場
合

前
項
の
報
告
の
ほ
か
に
、
認
定
施
設
者
は
、
養
成
課
程
の
期
間
が
終
了
し
た
日

に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
報
告
の
ほ
か
に
、
認
定
施
設
者
は
、
養
成
課
程
の
期
間

の
属
す
る
年
度
の
終
了
後
速
や
か
に
、
当
該
年
度
中
に
終
了
し
た
養
成
課
程
に

が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
終
了
後
速
や
か
に
、
当
該
年
度
中
に
終
了
し



つ
い
て
、
養
成
課
程
の
種
別
及
び
養
成
課
程
の
一
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を

た
養
成
課
程
に
つ
い
て
、
養
成
課
程
の
種
別
及
び
養
成
課
程
の
一
ご
と
に
次
に

総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号

が
共
通
の
養
成
課
程
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
共
通
の
養
成
課
程
ご
と
に
当

に
掲
げ
る
事
項
が
共
通
の
養
成
課
程
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
共
通
の
養
成

該
事
項
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

課
程
ご
と
に
当
該
事
項
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
）

（
資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
）

第
三
十
七
条

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十
号
に
定

第
三
十
九
条

（
略
）

め
る
様
式
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書
類

一

（
略
）

二

写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背

景
の
縦
三
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に

申
請
に
係
る
資
格
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
と
す
る
。
第
四
十
条
に
お
い

て
同
じ

）
一
枚

。

三

養
成
課
程
（
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
格
者
証
の
も
の
に
限
る

）
の

二

（
略
）

。

修
了
証
明
書
（
養
成
課
程
の
修
了
に
伴
い
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
の
場
合
に
限
る

）。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
資
格
者
証
の
訂
正
）

第
三
十
九
条

削
除

第
三
十
九
条

工
事
担
任
者
は
、
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
別
表
第
十
二

号
に
定
め
る
様
式
の
申
請
書
に
当
該
資
格
者
証
及
び
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る



書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
、
資
格
者
証
の
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
資
格
者
証
の
訂
正
に
代
え
て
、
新
た
な
資
格
者
証
の

交
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
格
者
証
の
再
交
付
）

（
資
格
者
証
の
再
交
付
）

第
四
十
条

工
事
担
任
者
は
、
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
又
は
資
格
者
証
を
汚

第
四
十
条

工
事
担
任
者
は
、
資
格
者
証
を
汚
し
、
破
り
、
又
は
失
つ
た
た
め
に

し
、
破
り
若
し
く
は
失
つ
た
た
め
に
資
格
者
証
の
再
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と

再
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
十
二
号
に
定
め
る
様
式
の

す
る
と
き
は
、
別
表
第
十
二
号
に
定
め
る
様
式
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類

申
請
書
に
、
当
該
資
格
者
証
（
資
格
者
証
を
失
つ
た
場
合
を
除
く

）
を
添
え

。

を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

資
格
者
証
（
資
格
者
証
を
失
つ
た
場
合
を
除
く

）。

二

写
真
一
枚

三

氏
名
の
変
更
の
事
実
を
証
す
る
書
類
（
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
に
限

る

）。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
添
付
書
類
の
省
略
）

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
四
十
一
条
の
二

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
格
者
証
の

第
四
十
一
条
の
二

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
格
者
証
の

交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
総
務
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十

、
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県

一

総
務
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第

知
事
（
同
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
情
報
処
理
機

三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
（
同
法
第
三
十
条
の

関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
指
定
情
報
処
理
機
関
）
か
ら
申
請
し

十
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
情
報
処
理
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と

た
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
と
き
は
、
氏
名
及
び
生
年
月
日



し
た
場
合
に
は
、
指
定
情
報
処
理
機
関
）
か
ら
申
請
し
た
者
に
係
る
本
人
確

を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
と
き
。

二

資
格
者
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
他
の
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者

証
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
当
該
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
番
号

を
第
三
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
と
き
。

三

資
格
者
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
七
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の

交
付
を
受
け
て
お
り
、
当
該
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
番
号
を
第
三
十
九
条

第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
と
き
。

四

資
格
者
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
電
波
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に

係
る
無
線
従
事
者
免
許
証
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
当
該
無
線
従
事
者
免
許

証
の
番
号
を
第
三
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
と
き
。

（
書
類
の
提
出
）

（
書
類
の
提
出
）

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
所
轄
総
合
通
信
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
つ
て

２

前
項
の
所
轄
総
合
通
信
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
つ
て

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄

総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む

）
と
す
る
。

総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む

）
と
す
る
。

。

。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十

九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
五
条
、
第

二
十
六
条
、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
五
十
六
条
及

び
別
表
第
八
号
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
章
の
養
成
課
程
に
関
す
る

事
項

養
成
課
程
の
主
た
る
実
施
の
場
所
（
多

様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行

う
授
業
に
よ
る
養
成
課
程
に
あ
つ
て

は
、
申
請
者
及
び
認
定
施
設
者
の
住

所
）

第
五
章
に
規
定
す
る
事
項

試
験
の
受
験
地
又
は
修
了
し
た
養
成
課

程
の
主
た
る
実
施
の
場
所
（
多
様
な
メ

デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う
授
業

に
よ
る
養
成
課
程
を
修
了
し
た
も
の
に

あ
つ
て
は
認
定
施
設
者
の
住
所
、
第
四

章
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
者
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
住
所
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
章
の
養
成
課
程
に
関
す
る

事
項

養
成
課
程
の
主
た
る
実
施
の
場
所
（
メ

デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る

養
成
課
程
に
あ
つ
て
は
、
申
請
者
及
び

認
定
施
設
者
の
住
所
）

第
五
章
に
規
定
す
る
事
項

試
験
の
受
験
地
又
は
修
了
し
た
養
成
課

程
の
主
た
る
実
施
の
場
所
（
メ
デ
ィ
ア

を
利
用
し
て
行
う
授
業
に
よ
る
養
成
課

程
を
修
了
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
認
定

施
設
者
の
住
所
、
第
四
章
に
規
定
す
る

認
定
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

住
所
）



（

「

」

。
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
工
事
担
任
者
規
則

以
下

旧
規
則

と
い
う

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
資
格
者
証
で
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を

有
す
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
工
事
担
任
者
規
則
（
以
下
「
新

規
則
」
と
い
う

）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

。

３

旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
資
格
者
証
に
限
り
、
工
事
担
任
者
の
氏

名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
新
規
則
第
四
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
旧
規

則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
訂
正
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

再
交
付

訂

こ
の
場
合
に
お
い
て

新
規
則
別
表
第
十
二
号
中

と
あ
る
の
は

、

「

」

「

正
工

事
担

任
者

規
則

第
４

０
条

平
成

２
１

年
総

務

」
に

「

」
と
あ
る
の
は
「

、

」
と
す
る
。

省
令
第

号
附
則

第
３
項



別
表
第

八
号

授
業
科
目
及
び
授
業
時
間

（
第
２
５
条
関

係
）

別
表
第
八
号

授
業
科

目
及
び
授
業
時
間
（
第
２
５

条
関
係

）

（
表

略
）

（
表
略
）

注
多

様
な

メ
デ

ィ
ア

を
高

度
に

利
用

し
て

行
う

授
業

の
場

合
に

お
い

て
、

当

該
メ

デ
ィ

ア
に

よ
る

授
業

内
容

の
伝

達
に

要
す

る
時

間
は

、
こ

の
表

の
授

業

時
間
数
の
二
分
の
一
の
時
間
と
す
る



別
表
第

十
号

申
請
書
の
様
式
（
第
３
７

条
関
係
）

別
表
第
十
号

申
請
書

の
様
式
（
第
３
７
条
関
係
）

2
0

4
0

長辺

（
数
字
の
単
位
は

、
ミ
リ

メ
ー
ト

ル
）

短
辺

（
日
本
工
業
規
格

A列
4
番

）

注
１

写
真
は
、
申
請

前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分

身
、

無
背
景
の
縦
3
0
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
、
横
2
4
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、

裏
面

総
務
大
臣

殿
年

月
日

収
入

印
紙

ち
ょ
う
付

欄

（
こ
の
欄
に
は
り
き
れ
な
い

と
き
は
、
他

を
裏

面
下

部
に
は
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
申

請
者

は
消

印
し
な
い
で
く
だ
さ
い
）

 

 

下
の
欄

に
住

民
票

コ
ー

ド
又

は
現

に
有
す

る
電

気
通

信
主

任
技

術
者

資
格

者

証
、
工

事
担

任
者

資
格

者
証

若
し
く
は
無

線
従

事
者

免
許

証
の
番

号
の

い
ず

れ
か
１
つ

を
記

入
し
た
場

合
は

、
氏

名
及

び
生

年
月

日
を
証

す
る
書

類
の
提

出
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

（
左
詰

め
で
記
入

）

 

工
事

担
任
者

資
格

者
証
交

付
申

請
書

記
入
し
た
番

号
の
種
類

（
い
ず

れ
か
の
□
に
レ
印

を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。
）

□
住

民
票

コ
ー

ド
（
1
1
桁

）

□
工

事
担

任
者

資
格

者
証
の
番

号

□
電

気
通

信
主

任
技

術
者

資
格

者
証
の
番
号

□
無

線
従

事
者

免
許

証
の
番

号

 

資
格

者
証

の
交

付
を
受

け
た
い
の
で
、
工

事
担

任
者
規

則
第
３
７
条

の
規
定

に
よ
り
、
（
別
紙

書
類
を
添
え
て
）申

請
し
ま
す

。

申請の区分

Ｂ ＡＣＤ

試
験
合
格

養
成
課
程
修
了

総
務
大
臣
認
定

既
取
得
資
格

養
成
課
程
の
名
称

修
了
証
明
書
の
番
号

（
年

月
日

修
了
）

認
定
番
号

（
年

月
日
認
定
）

受
験
番
号

（
年

月
日
合
格
）

受
験
番
号

（
年

月
日
合
格
）

資
格
者
証
番
号

（
年

月
日
交
付
）

資
格
者
証
番
号

（
年

月
日
交
付
）

添
付

書
類

１
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す

る
書
類
（住

民
票
コ
ー
ド
又
は
現
に
有
す
る
工
事
担

任
者
等
の
資
格
者
証
若
し
く
は
無
線
従
事
者
免
許
証
の
番
号
を
記
載
し
な
い
場
合
）

２
養
成
課
程
修
了
証
明
書

申
請

資
格

写
真
ち
ょ
う
付

欄
１

申
請

者
本
人

が
写

っ
て
い

る
も
の

２
正

面
、
無

帽
、
無
背

景
、

上
三

分
身

で
６
ヶ
月

以
内

に
撮

影
さ
れ

た
も
の

３
縦

3
0
m
m
×

横
2
4
m
m

４
写

真
は
資

格
者

証
に
転

写
さ
れ

る
の
で
、
鮮

明
な
も
の
を

枠
か
ら
は
み

出
さ
な
い
よ
う
に

は
っ
て
く
だ
さ
い

郵
便

番
号

住
所

（
方

）
電

話
（
日

中
の
連

絡
先

）

 
生

年
月

日
年

月
日

フ
リ
ガ
ナ

漢
字

（
姓
）

（
名
）

氏名
印

氏
名

を
自

筆
で
記

入
し
た
と
き
は
、
押

印
を
省

略
で
き
ま
す
。

（
姓

）
（
名
）

（
収
入

印
紙

を
必
要

額
を
超

え
て

は
っ
て
い
る

場
合

は
、
申
請

書
の

余
白

に
、
「過

納
承
諾

氏
名

㊞
」

の
よ
う
に
記
入

・
押
印

し
て
く
だ
さ
い
）

※
試

験
に

合
格

し
た

日
、

養
成

課
程

を
修
了

し
た
日

又
は

総
務

大
臣

に
よ
る
認

定
を

受
け
た

日
か
ら

３
ヶ

月
以

内
に

申
請
し

て
く
だ

さ
い

。
※

写
真

の
裏

面
に

は
、

申
請
に

係
る

資
格
及

び
氏
名

を
記

載
し

て
く

だ
さ
い

。
※

氏
名

及
び

生
年

月
日

を
証

明
す

る
書

類
は
、

戸
籍

謄
本

又
は

戸
籍

抄
本
、

住
民
票

の
写

し
、
住

民
票

の
記
載

事
項

証
明

書
、
印

鑑
証

明
書
等

の
公
的

書
類
を

添
付

し
て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
こ

れ
ら

の
コ
ピ

ー
は

原
本
と

相
違
な

い
こ

と
が
確

認
で

き
な

い
場
合

は
認

め
ら
れ

ま
せ

ん
。

※
資

格
者

証
の

郵
送

を
希

望
す

る
と

き
は
所

要
の
郵

便
切

手
を

は
り

、
申
請

者
の
郵

便
番

号
、
住

所
及

び
氏
名

を
記

載
し

た
返
信

用
封

筒
を
添

え
て
、

信
書
便

の
場

合
は
そ

れ
に

準
じ

た
方

法
に

よ
り

申
請
し

て
く

だ
さ
い

。
（
用

紙
は
日
本

工
業

規
格
Ａ
列

４
番

）

１
．
Ａ
Ｉ第

種
２
．
Ｄ
Ｄ
第

種
３
．
Ａ
Ｉ・
Ｄ
Ｄ
総

合
種



に
申
請
に
係
る
資

格
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
を
、
写
真
欄
に
１

枚
は

。
、

る
こ

と
写

真
欄

は
概

ね
申
請

書
の

上
端

か
ら

1
0
8
ミ
リ

メ
ー

ト
ル

の
点

1
3
8
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
の

点
及

び
左

端
か

ら
2
4
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
の

点
、

4
8
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
点

を
結
ぶ
枠
と
す
る
こ
と
。

注
１

・
２

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４
住

民
票

コ
ー

ド
の

欄
は

、
住

民
基

本
台

帳
法

第
3
0
条

の
２

第
３

項
又

は

同
法

第
3
0
条

の
３

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
市

町
村

長
か

ら
通

知
さ

れ
た

住

民
票

コ
ー

ド
を

記
入

し
な

い
場

合
は

、
氏

名
及

び
生

年
月

日
を

証
明

す
る

書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

３
申
請
資
格
の
欄
は
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
資

格
者
証
の
種
類
を
○
で

５
申
請
資
格
の
欄
は
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
資
格

者
証
の
種
類
を
記
載

囲
み
、
必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ

と
す
る
こ
と
。

４
～
６

（
略
）

６
～
８

（
略
）



別
表
第

十
一
号

資
格
者
証
の
様
式
（
第

３
８
条
関
係
）

別
表
第
十
一
号

資
格
者
証
の
様
式
（
第
３
８
条
関

係
）

注
用
紙
の
表
面
及

び
裏
面
に
無
色
透
明
の
薄
板

を
接
着

さ
せ
る
。



別
表
第

十
二
号

申
請
書
の
様
式
（
第
４

０
条
関
係
）

別
表
第
十
二
号

申
請

書
の
様
式
（
第
３
９
条
、
第

４
０
条

関
係
）

20

40

長辺

（
数
字
の
単

位
は
、

ミ
リ
メ

ー
ト
ル
）

短
辺

（
日
本
工
業
規
格
A
列

4番
）

注
１

資
格
者
証
の
訂

正
を
申
請
す
る
場
合
は
、
収
入
印
紙
は
不
要
。

２
不

要
の

文
字

を
削

除
す

る
こ

と
（

参
考

：
訂

正
→

第
3
9
条

、
再

交
付

。

総
務
大
臣

殿
年

月
日

収
入

印
紙

ち
ょ
う
付

欄

（
こ
の
欄
に
は
り
き
れ
な
い

と
き
は
、
他

を
裏

面
下

部
に
は
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
申

請
者

は
消

印
し
な
い
で
く
だ
さ
い
）

工
事
担

任
者

資
格
者

証
再

交
付
申

請
書

 

資
格

者
証

の
再

交
付

を
受

け
た
い
の
で
、
工
事
担

任
者
規

則
第
４
０
条

の
規
定

に
よ
り
、
別

紙
書
類

を
添
え
て
申

請
し
ま
す
。

理
由

添
付

書
類

１
汚
損

２
破
損

３
亡
失

４
氏
名
の
変
更

申
請

に
係

る
資

格
者

証
の

内
容

資
格

者
証

の
種

類

資
格

者
証

番
号

氏
名

生
年

月
日

変
更

後
の

氏
名

年
月

日

１
氏
名
の
変
更
の
事
実
を
証

明
す
る
書
類

２
資
格
者
証 郵
便

番
号

住
所

フ
リ
ガ
ナ

漢
字

（
姓
）

（
名
）

氏名
印

氏
名

を
自

筆
で
記

入
し
た
と
き
は
、
押

印
を
省

略
で
き
ま
す
。

（
姓

）
（
名
）

写
真
ち
ょ
う
付

欄
１

申
請

者
本
人

が
写

っ
て
い

る
も
の

２
正

面
、
無

帽
、
無
背

景
、

上
三

分
身

で
６
ヶ
月

以
内

に

撮
影

さ
れ

た
も
の

３
縦

3
0
m
m
×

横
2
4
m
m

４
写

真
は
資

格
者

証
に
転

写
さ
れ

る
の
で
、
鮮

明
な
も
の
を

枠
か
ら
は
み

出
さ
な
い
よ
う
に

は
っ
て
く
だ
さ
い

（
方

）
電

話
（
日

中
の
連

絡
先

）

（
収
入

印
紙

を
必
要

額
を
超

え
て

は
っ
て
い
る

場
合

は
、
申
請

書
の

余
白

に
、
「過

納
承
諾

氏
名

㊞
」

の
よ
う
に
記
入

・
押
印

し
て
く
だ
さ
い
）

※
写

真
の

裏
面

に
は

、
申

請
に

係
る

資
格
及

び
氏
名

を
記

載
し

て
く

だ
さ
い

。
※

氏
名

の
変

更
の

事
実

を
証

明
す

る
書

類
は
、

戸
籍

謄
本

又
は

戸
籍

抄
本
、

住
民
票

の
写

し
等
、

変
更

の
事
実

（
変

更
前

後
の
氏

名
）

を
確
認

で
き
る

公
的
書

類
を

添
付
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
こ

れ
ら
の

コ
ピ

ー
は
原

本
と
相

違
な

い
こ
と

が
確

認
で

き
な
い

場
合

は
認
め

ら
れ

ま
せ
ん

。
※

資
格

者
証

の
郵

送
を

希
望
す

る
と

き
は
所

要
の
郵

便
切

手
を

は
り

、
申
請

者
の
郵

便
番

号
、
住

所
及

び
氏
名

を
記

載
し

た
返
信

用
封

筒
を
添

え
て
、

信
書
便

の
場

合
は
そ

れ
に

準
じ

た
方

法
に

よ
り

申
請
し

て
く

だ
さ
い

。

（
用

紙
は
日
本

工
業

規
格
Ａ
列

４
番

）



→
第
4
0
条
）、

、
、

、
３

写
真
は

申
請
前
６
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽

正
面

上
三
分
身

無
背

景
の

縦
3
0
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
、

横
2
4
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
の

も
の

で
、

裏

面
に

申
請

に
係

る
資

格
及

び
氏

名
を

記
載

し
た

も
の

を
、

写
真

欄
に

１

枚
は
る
こ
と
。

注
１
・
２

（
略
）

４
・
５

（
略
）

３
変

更
後

の
氏

名
の

欄
は

、
氏

名
の

変
更

（
訂

正
）

の
場

合
に

限
り

、
６

変
更

後
の

氏
名

の
欄

は
、

氏
名

の
変

更
（

訂
正

）
の

場
合

に
限

り
、

注
２
の
(
2
)
に
従
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

注
６
の
(
2
)
に
従

つ
て
記
載
す
る
こ
と
。
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